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（任期：令和10年11月30日まで）

民生委員・児童委員名簿 （敬称略）

新新

新新

新新

新新

新新

新新

新新

新新

新新

新新

行政区 氏 名 担　当　区

１ 区 荒 谷 明 子 １・４区

２ 区 飛 谷 博 秀 ２・３区

５ 区 谷 　 哲 也 ５・７・８区

６ 区 居 上 な を み ６・11 区

９ 区 桃 野 　 毅 ９・10 区

西町区 金 田 悦 子 15・西町区

12 区 　 尚 樹 12・馬追台区

14 区 松 尾 幸 美 13・14 区

16 区 米 地 　 崇 16・19・20 区

17 区 山 田 　 誉 17・18 区

22 区 山 本 公 二 21・22 区

31 区 加 藤 幸 一 23・24・31 区

25 区 山 口 　 学 25・26・27 区

29 区 澤 田 　 一 28・29 区

30 区 村 上 小 枝 子 30 区

北市区 尾 藤 ひ と み 北市区

錦町区 冨 塚 芳 枝
錦町・

錦町農試区
〃 順 毛 誠 一

〃 横 川 博 美

本町区 鈴 木 真 理 子
本町区

〃 武 内 み の り

あかね町区 伊 藤 み ほ 子 あかね町区

しらかば区 服 部 由 紀
しらかば区

〃 坪 井 一 志

栄町区 高 石 弘 美 栄町区

中央区 小笠原奈穂子 中央区

銀座区 見 立 正 成
銀座区

〃 髙 島 孝 子

東町区 伊 藤 三 千 代 東町区

〃 政 角 小 織

旭町区旭町区 大 庭 園 子

〃 松 山 敬 三

宮下区 畑 瀨 　 幸
宮下区

〃 武 田 み ど り

曙町区 白 又 　 緑 曙町区

あかね町区 瀬 川 明 廣 全域

< 主任児童委員 >栄町区 藤 川 和 信

　12月１日、民生委員・児童委員の一斉改選

が行われました。新任10名を含む37名の方々

が、厚生労働大臣から新たに委嘱を受け、地

域の社会福祉ボランティアとして活動を開始

しました。

　今回退任された１０名の方々に、それぞれ

感謝状が贈呈されました。

　長い間ありがとうございました。

加 藤 美 和 子 様 加 藤 寿 生 子 様

幡 本 美 枝 子 様 朝 田 る み 子 様

塚 田 艶 子 様 大 塚 貴 久 様

山 田 さ ゆ り 様 中 野 よ 様

天 野 海 様 大 澤 　 淳 様

民生委員・児童委員民生委員・児童委員身近な相談相手身近な相談相手

改選しました改選しました！！

民生委員・児童委員とは

　地域の皆さんの身近な

相談相手として、生活に

困っている方、高齢者や

障がいのある方、ひとり

親家庭の方などの悩み事

のご相談に応じ、福祉サー

ビスなどへつなげるパイ

プ役として活動します。

　そのうち、２名の主任児童委員は子育て

や家庭問題、いじめ、虐待など、子どもに関

する問題についてのご相談に応じます。

　秘密は厳守されますので、どうぞお気軽

にご相談ください。

長沼町福祉灯油購入費助成事業について

灯油価格の高騰のため在宅で生活する以下の世帯を対象に、暖房用の灯油購入費の一部を助成します。

対象：次の要件１～３すべてを満たしている世帯

　１．長沼町住民基本台帳に登録 （令和７年12月１日現在）され町内に住所を有し、かつ現に在住している世帯

　２．次の①～④のいずれかに該当する世帯

　　① 満70歳以上の方のみでお住まいの世帯 ＊70歳未満の方と住んでいる場合は対象になりません

　　② ひとり親世帯 ＊父・母のいずれか一方によって構成されている20歳未満の子がいる世帯

　　③ 身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者保健福祉手帳１級をお持ちの方がいる世帯

　　④ 生活保護法による被保護世帯

　３．令和７年度町民税非課税世帯で、次の表に定める 「条件１・２」両方を満たすこと

世帯構成 条件１（個人合計額） 条件２（世帯合算額）

１人世帯（独居）１人世帯（独居） 「令和６年分の合計所得金額と課「令和６年分の合計所得金額と課
税年金収入額の合計」が1人につ税年金収入額の合計」が1人につ
き114万円以下であること。き114万円以下であること。

＊�世帯員が２人以上の場合、上＊�世帯員が２人以上の場合、上
記合計額がそれぞれ114万円記合計額がそれぞれ114万円
以下であること。以下であること。

114万円以下114万円以下

２人世帯（夫婦など）２人世帯（夫婦など） 181万円以下181万円以下

３人世帯３人世帯 227万円以下227万円以下

４人世帯４人世帯 262万円以下262万円以下

５人世帯５人世帯 285万円以下285万円以下

※�６人世帯以上はお問合せください。

助成額：１世帯当たり12,000円まで

　令和７年12月から令和８年２月までに町内業者から灯油を購入 （納品及び支払い）した分が対象です。

　申請後、助成の可否を文書によりお知らせし、助成可の場合は申請者の口座に振り込みます。

受付場所

　・りふれ

　・役場１階 税務住民課 （国保年金係）

　　　郵送での申請を希望する方は、りふれ福祉係までお問合せください。

問合先

　市町村民税非課税条件について：税務住民課税務係 （☎☎76-76-8011）

　その他要件、事業全般について：保健福祉課福祉係 （☎☎82-82-5555）

受付期間：１月15日㈭～３月13日㈮ （土日・祝日を除く）

申請時に必要なもの

　① 購入金額・納品日・購入日・購入先業者の４点がわかる領収書など

　② 振込先の通帳

　※�領収書で①が確認できない場合、納品書や請求書で確認ができる可能性があります。領収書と合わせ

て窓口にご持参ください。

　※�灯油購入費を口座振替で支払っている世帯の方に限っては、納品書及び灯油購入費が引き落とされた

部分を記帳した通帳の写しで申請ができます。

　※領収書の原本は、原則窓口にて回収します。写しが必要な方には窓口でコピーをお渡しします。

　※申請は代理の方でも構いません。


